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令和８年度（2026 年度）羽幌町立北海道天売高等学校 

天売島外からの出願に係る入学者選抜における遠隔面接実施要項 

 

令和７年１１月６日 教育長決定 

 

 この要項は、天売島外からの出願に係る入学者選抜における遠隔面接に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

１ 対象学科 

  普通科 

２ 遠隔面接を受検できる条件 

  次の全てを満たすこと 

(1) 出願者が遠隔面接を希望していること。 

(2) 出願者が在籍する（卒業した）中学校又は義務教育学校（以下「中学校」という。）

内に面接会場を設置できること。 

 

 

 

 

(3) 出願者が在籍する中学校の管理職が遠隔面接に立ち会うことができること。 

 

  

 

 

 

３ 面接会場 

  面接会場は、遠隔面接を実施するに当たり、次の全ての要件を満たすこと。 

 (1) 静寂な環境が維持できる教室等であること。 

 (2) 映像や音声を明瞭に伝えることが可能な良好で安定したインターネット接続環境が 

確保できること。 

 (3) 管理職及び機器操作担当者以外の第三者が面接会場に立ち入らないこと。 

 

 

 

 

４ 中学校における事前の準備 

 (1) ビデオ通話が可能な機器（カメラ・マイク付きパソコン又はタブレット等）を準備

し、事前に Zoom が使用できることを確認すること。 

 

【留意事項】 

 中学校の所在地の都合により通信環境を確保することが困難な場合は、所管す

る市町村教育委員会等と連携して通信環境の整った会場を確保することができる

こと。 

【留意事項】 

 遠隔面接実施時間中は、カーテンを閉めるなどして、教室等の外から中の様子

が見えないようにすること。 

【留意事項】 

 令和８年（2026 年）３月 31日に満 18歳以上の者(平成 20年（2008 年）４月

１日以前に出生した者（成人）は、遠隔面接で受検することはできない。 
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(2) ビデオ通話の案内を受け取るメールアドレスを用意し、令和８年（2026 年）2 月 17

日（火）までに、本校メールアドレス（teuri-hs@hokkaido-c.ed.jp）宛に連絡するこ

と。 

(3) 映像や音声が途切れない、良好で安定したインターネット接続環境を確保すること。 

５ 手続 

 (1) 中学校長の手続 

   中学校長は、出願者が遠隔面接を希望した場合、「２ 遠隔面接を受検できる条件」

(2)、(3)を満たしていることを確認の上、令和８年（2026 年）１月 22日（木）までに

遠隔面接受検願（別記様式１）を出願先高等学校長に提出すること。 

 (2) 高等学校長の手続 

遠隔面接受検願を確認し、承認する場合は、令和８年（2026 年）２月３日（火）から

２月 13 日（金）までの期間で遠隔面接受検承認書（別記様式２）を中学校長を経由し

て出願者に交付する。 

６ 接続テスト 

高等学校と中学校が、オンラインによるビデオ通話を行い、良好な接続が安定的に得ら

れることを確認するため、遠隔面接当日に使用する面接会場で実施する。 

 (1) 実施日時 

令和８年（2026 年）２月 27 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 対応者 

ア 中学校 

出願者、出願者が在籍する中学校の管理職及び機器操作担当者等 

イ 高等学校 

    教頭、入選委員及び機器操作担当者等 

【留意事項】 

 １ 出願先の高等学校は、令和８年（2026 年）２月 20 日（金）までに面接用ビ

デオ通話案内メール（ＩＤ、パスワード含む）を面接会場となる各中学校が用

意するメールアドレス宛に送信すること。 

２ 接続テストにおいてトラブルが生じた場合は、面接日までの別日に再度接

続テストを行うこと。 

【留意事項】 

１ Zoom のインストールや使用方法については、公式サイトを参照すること。

（https://support.zoom.com） 

２ Zoom が使用できない場合は、出願先の高等学校にその旨を申し出て、協議

により対応すること。 
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 ７ 遠隔面接 

  (1) 実施日時 

   令和８年（2026 年）３月４日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 機器の接続 

   面接開始の 15 分前までに、パソコンやカメラの設置及び Zoom 等への接続を済ま

せ、待機すること。 

   接続後、中学校の管理職立ち会いの下、高等学校の面接担当者が受検者の確認をする

こと。 

 (3) 受検者の持参すべきもの 

   受検票及び遠隔面接受検承認書 

   なお、携帯電話（スマートフォンを含む。）、辞書機能付時計、ウェアラブル端末（ス

マートウォッチを含む。）など面接の公正を損なうおそれのあるものの持ち込みは認め

ない。 

８ トラブル発生時の対応 

遠隔面接に立ち会う中学校の管理職及び高等学校の面接担当者は、トラブル時の連絡

用として、遠隔面接に用いる機器以外に、面接会場で連絡を取り合うことが可能な携帯電

話等を用意すること。 

(1) 面接開始 15 分前に接続できなかった場合 

高等学校の面接担当者が、遠隔面接に立ち会う中学校の管理職へ携帯電話等で連絡

し、接続状況を確認すること。なお、面接開始時間までに接続の回復が見込めない場合

は、面接時間を変更するなどして対応すること。 

(2) 面接中に接続が切れた場合 

高等学校の面接担当者は、遠隔面接に立ち会う中学校の管理職へ携帯電話等で連絡

し、接続状況を確認すること。なお、接続の回復が見込めない場合は、面接時間を変更

するなどして対応すること。 

【留意事項】 

 １ 接続テストに要する時間は 10 分程度とすること。 

 ２ 接続テスト当日までに、通信の方法を確認し、校内の通信機器同士を接続

するなどして、使い方に十分慣れておくこと。 

 ３ 当日対応マニュアルを作成し、通信トラブルなどが生じた場合の対応につ

いて、確認すること。 

【留意事項】 

   特別な事情により所定の日時に面接を受けることができない受検者は、中学校

長を経由して出願先の高等学校長にその旨を申し出て、面接の期日の延期を願い

出ること。 

   高等学校長は、面接日を変更するなどして対応すること。 
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９ その他 

(1) 面接を録画しないよう留意すること。また、受検者が面接内容を口外しないよう指導

すること。 

(2) 面接当日は情報漏洩防止のため、中学校の管理職は、受検者が面接会場に携帯電話等

を持ち込まないよう指導すること。また、高等学校が指定した時間帯は、受検者の携帯

電話等を中学校の管理職が保管すること。 

 

【参考】遠隔面接の流れ 

日時 事項 受検者 中学校 高校 

１月 22 日(木)まで 遠隔面接受検願の配布 ○ ○ ○ 

１月 22 日(木)まで 遠隔面接受検願の送付 ○ ○ ○ 

２月 13 日(金)まで 遠隔面接受検承認書の送付 ○ ○ ○ 

２月 20 日(金)まで ＩＤ、パスワードの送付  ○ ○ 

２月 27 日(金) 接続テスト ○ ○ ○ 

 

３月４日(水) 

接続 

本人確認 

面接 

○ ○ ○ 
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（様式例） 

別記様式１（日本産業規格Ａ４縦型） 

（注）在籍中学校長名には、中学校名も併記すること。 

 

別記様式２（日本産業規格Ａ４縦型） 

 

遠隔面接受検願 

 

令和  年  月  日 

 北海道      高等学校長 様 

出願者署名                

  

保護者等署名               

   

 私は、次の理由により、        において受検したいので、承認してください。 

記 

 理由 

 

  上記のことについて願い出があったので、提出します。 

  なお、本校は、次の条件を満たしています。 

 １ 出願者の在籍中学校内に面接会場を設置できること。 

 ２ 在籍中学校の管理職が遠隔面接に立ち会うことができること。 

 

                                  在籍中学校長名            

遠隔面接受検承認書 

 

                      出願者氏名 

   

 令和  年  月  日付けで願い出のあった、        において受検することを

承認します。 

 

  令和  年  月  日 

 

                    高等学校長名             

 


